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概要 地方 自治体の行政改革 は財政改革を中心 として論 じられて きたが,地 方財政健全化法

の施行 によって さらに財政 に偏 し勝 ちであ る。 この ような流れの中で市の行政改革委員の経

験を踏 まえて,行 政組織のガバナ ンス改革の重要性を論 じ,行 政 と住民の協働 もガバナ ンス

の視点か ら考察 してい る。行政組織は多様な 目的を追求 してお り,そ の対象 とす る範囲 も広

い。それゆえ論点を絞 って市立病院経営 に焦点を あわせてい るが,そ れは地域医療の拠点 と

い う名の もとに財政赤字なの に巨額の新病棟を建設 した りして,さ らに累積赤字を増や して

い く安易 さに歯止めをか け,行 政改革を推進 して い く必要性を行政経営の視点か ら論 じて い

る。厳 しい財政状況の もとで は,市 立病院 も収支バ ランスを求め られ る し,ハ コのみを所有

す るガバナ ンスな き大学医局支配下の市立病院経営の問題点を組織論的 に論考 してい る。
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Abstract Most of Public Reforms are based on financial analysis. However, our 

study is based on the viewpoint of public management and conflict management. 

We considered that public reform in local government can be reformed con-

structively. It was pointed out that conflict is good; it is not something to be ig-

nored or avoided.
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1.は じ め に

われわれは行政と住民の協働というガバナンス改革をつうじて,行 政組織のガバナンス

のあり方を問い,行 政官僚制に基づ く行政学的行政管理論の限界を克服 しようとした。男

女共同参画経営にふさわ しいガバナンス改革によって,制 度的にもジェンダー ・コンフリ

ク トを解決 しうる仕組みを構築 しようとしていて,そ れはマクロの制度化といえる。さら

に行政経営の立場か ら主体的に男女共同参画を推進 して,行 政と住民の協働に内容を与え

ている。これはミクロの制度化といえようが,経 営学的行政経営に立脚 した主体的な行政

改革によってそれを可能にしている。

H.A.サ イモンの行政行動論はきわめて精緻な行政組織論ではあっても,行 政 レベルを

超えるガバナ ンス改革は論 じられてお らず,統 治と行政が非対称性であって も,そ の相互

作用やコンフリク ト状況は述べ られていない(1)。C.1.バーナー ドもどのようにして行政改

革の もとでガバナ ンス改革を していくのかの構造化プロセスや制度化は一種の空白になっ

ていて,行 政組織のガバナンス改革には用いに くい(2)。経営学史上のす ぐれた学説である

M.P.フ ォレットやバーナー ドやサイモンの所説は行政組織を論 じるにあたっても丹念に

読んで改革に役立ててきたつ もりであって,U市 の行政改革委員 ・会長として行政改革の

推進にはつねにフィー ドバ ックさせてきた。次期の行政改革大綱の作成にも大いに学べる

ことを期待 している。それにもかかわ らず行政組織のガバナンス改革になると,新 たな制

度づ くり,構 造づ くりになって,ど のようなガバナ ンスにしていくかが問われる。今の地

方自治体の行政改革においては,こ の レベルのガバナ ンス改革が手薄になっている。その

ために行政管理ではな くて経営学的な行政経営の視点の重要性を論 じていて,統 治領域に

は男女共 同参画経営 も含まれ る。そのために もジェンダーバイアスを克服 してジェン

ダー ・コンフリク トを解決 しやすい組織の仕組み も必要としている。

それは少子化対策,夫 婦共働きによる世帯給的年功序列賃金の崩壊への対策というより

も,ガ バナンス改革を通 じての行政と住民の協働による民主主義的なフォーラムの形成な

どを求あるか らであって,そ こには思想,理 念,価 値観を組み込んでの人間尊厳を重視 し

たようなガバナンス改革になっていて,人 間尊厳への理念を欠 く功利主義的な手段合理性

を追求するものではない。そのたあに利害関係者や既得権益者に対 して,粘 り強い交渉を

行 うし,コ ンフリク ト・マネジメントの重要性を認識 している。 これまでなされていな

かったコンフリク ト・マネジメントの視点か ら地方自治体の行政改革を論 じるのはそのた

一636(636)一



行政改革 とコンフ リク ト・マネ ジメン ト(数 家)

め で あ って,行 政 組 織 の ガ バ ナ ンス改 革 にか か わ るが ゆ え に,こ れ まで と は違 った 視 点 か

ら照 射 を して い る。U市 の 行 政 改 革 はそ の 実 験 と も言 え る し,改 革 へ の 壁 や 障 害 を 自覚 的

につ か み と る こ とが で き る(3)。

2.行 政 とガバ ナンス

地方自治体のガバナ ンスを担う人は住民の満足度を高ある責任がある。ただ満足とか幸

福感は主観に左右されるので,画 一的な ものではな く,ガ バナンスの担い手としては所得

や生活水準の向上という共通 した項目を重要な判断基準としている。人生が苦あり楽あり

であれば,将 来世代のために膨張 し過ぎた財政支出を削減 してこそ健全な社会であって,

その将来展望のために現在は我慢を して,目 先の利益にとらわれないのが健全な生活様式

といえよう。住民の幸せや生活の安定を支援 していく地方 自治体のガバナンスのあり方

は,地 域,規 模,環 境に応 じて条件適合的に決め られるが,効 率一辺倒ではな くて,地 方

自治体のおかれた文脈への適合である。

行政改革においては自治体財政観にも左右される。①住民の選択と自治体間競争で効率

化を図る 「選択と競争」と,② 住人の生活を保障 し公正の見地を重視する 「公正と標準」

という対立する立場がある。U市 のような小規模自治体では,地 方交付税への依存率が大

きいこともあって,競 争的財政政策に消極的である。また市場原理や民間の手法を活用 し

成果 ・顧客志向の行政を推進するNPM(新 公共経営)の 行政経営には消極的であって,

伝統的な行政管理の枠組みを維持 しようとしている。行政改革において も競争の導入によ

る公共サー ビスの改革を推進する方向にはなかなか賛意が得 られない。そ もそ も大規模地

方自治体とは違って,U市 のような人口の少ない市では,外 国か ら導入されたNPMに よ

る効率性,有 効性の改善効果に関する認識でもさほど期待されていないし(4),地方自治体

特有の文脈にとって行政組織の特殊性を強調 して,競 争志向的な経営原理の適用への抵抗

は大きく,そ のような競争的財政政策は組織文化にな じまないとしている。

たとえばローカルな地方自治体では,市 場化原理を適用する場合には複数の しっか りし

た民間事業者の参入が必要だが,募 集 して も能力や採算上のネ ックでエ ントリー してこな

い場合には,現 実の問題として採用できない。む しろ供給業者間の競争による効率や質の

向上よりも,地 域経済の活性化と地域の協働型モデルの方が入札談合を防ぎ,適 正な価格

で長期持続的に関係を継続させて行 くという考えが浸透 している。地元業者にとって も徹

底 した入札制度の もとでの市場原理の活用は,大 手企業の下請けとして地元の業者が組み
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込まれるようになって,余 計に地域振興を低下させて しまうという危機感が強い。逆に入

札予定価格が1千 万円以下の工事では,過 当競争 によって落札価格は著 しく低下 してい

て,業 者の体力を不当に弱めている。

また,NPM的 財政運営制度についても,市 民会館,体 育館,公 共施設などの管理代行

を担う指定管理者制度にして も,ロ ーカルな小規模自治体では参入 したい民間事業者はき

わめて限 られていて,多 くはこれまでの外郭団体の文化 ・体育事業団などの委託者が指名

管理者になっていて,市 職員の定員過剰なのに,さ らに仕事の減少化を もた らしている。

行政改革手法については,① 総人件費改革,② 公共サー ビス改革,③ 地方公会計改革(連

結ベースの財務諸表),④ 情報開示 と住民監視の強化,を 指針 としている。 これは効率化,

有効性を高めるというガバナ ンス目的か らはずれて,手 続的なメニューとして手段の目的

化を もた らしやすい。手段的目的性を徹底させて も目的合理性を高めるとはいえない。そ

の理由として全体的整合性を考えずに,手 法と手法,手 法と制度の間で発揮されるべき補

完性や相乗効果を もた らしにくい構造にして しまっていて,ま たそれが新たな構造化を形

成 しにくくしている。たとえば地方財政健全化法に基づいて,一 般会計以外に特別会計や

地方公営企業 ・第三セクターを含めた連結ベースの財政指標を使用することになっている

が(5),実態は個別の官庁会計の数字を加工 して算定 されている。これは企業会計に準 じた

本来的な連結ベースの財務指標とは連動せず,現 実的には会計改革のメリットは情報開示

だけにとどまる。予算管理を分権化 した行政評価にもなってお らず,年 度末終了後の2ケ

月間の出納閉鎖期間内での会計間操作を可能にしていて,操 作困難な企業会計の連結財務

諸表の作成とは表示の仕方を異にしている(山 本清 「経済教室」 日本経済新聞,2009年4

月30日)。

山本清教授は民間手法を取 り入れた地方 自治体の行政経営においては,た とえばNPM

の一律的な適用はむ しろ逆効果として,地 方自治体の規模,文 脈,環 境に対応 して柔軟に

適用することが望ましいとする。そこで,① それぞれ地方自治体の環境 ・条件に適合 した

対策を立てるように各自治体の自主性にゆだねる,② 制度 ・手法間の相互補完性に留意す

る,③ 合理的根拠に基づいた政策形成の文化 ・文脈を構築することである。とくにローカ

ルな地方 自治体では選挙 目当てのその場限りの人気取 りの政治的支持だけを得ようとし

て,合 理性に欠ける政策企画や行政への圧力を排除 しないと,財 政悪化への歯止めを無 く

して しまう(同)。 選択,競 争を抑圧 し,そ の大義名分として横並 びの公平,標 準の重視

を言うが,そ れは思想,理 念,価 値観を欠 くガバナンスになっていることが少な くない。

さすがに大規模自治体ともなると,現 在の財政硬直化か ら脱するためにNPMな ど行政経
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営的手法による財政の効率性 ・有効性改善効果に対する評価は高 く,現 実に民間準拠の経

営に近い行政組織を求めるような状況になっている。P.R.ロ ー レンスとJ.M.ロ ーシュ

の論 じた条件適合理論のように(6),状況,文 脈に合わせて行政改革の手法を考えたいが,あ

まりにも地方自治体は横並び意識が強いために,主 体的営為の もとでの条件適合性の追求

になってお らず,行 政経営の手法の もとでの主体的な改革を欠いている。それは地方交付

税の獲得を目的として事業を推進 してきたか らである。

行政官僚制とタテ割 り行政にな じんできた地方自治体の行政組織を改革 していくには,

数多 くのコンフリク トが発生 しそうな項目は回避されて,問 題は先送 りされるので,こ の

領域の行政改革は推進されない。われわれはコンフリク ト・マネジメントを有効的に用い

て行政改革を推進 しようとしたのであるが,行 政組織においてはコンフリク ト・マネジメ

ント能力を組織的に育成 してこなかったので,行 政職員はコンフリク トを もた らすことを

回避 しがちである。 しか し市町村においては合併交渉や広域連合交渉,土 地売買交渉など

交渉すべき領域は増えていて,単 なる対話を超える交渉能力を必要としてお り,そ の優劣

によって財政負担が大きく異なる状況になっている。事業構想にもとつ く交渉が決裂する

ことも少な くないが,第 三者介在の調停によって,「破談」になったことが修復 されて調

停が成立する場合 もある。交渉がこじれて しまったことで も調停者の力量によって,無 理

難題と思われていたことも解決の糸口を見出して調停が成立するケースのように,改 革に

は交渉や調停の能力が求あ られる時代状況になっている。

とくに行政改革においては何回 も交渉することが少な くな く,改 革を進めていくうちに

行政改革委員が利害関係者の既得権益をあ ぐる利害対立を調停 して,コ ンフリク トを解決

するなどで,交 渉 した り調停 した りする場面や状況が増えている。そのために行政改革委

員は交渉者や調停者として有能でなければな らないケースもふえていて,た だ行政改革大

綱を答申をするだけではすまない状況へと変化 しているのは,そ れだけ財政悪化が急 ピッ

チであって,行 政職員の待遇 も引き下げていかないと,住 民 も納得 しな くなっている。世

論,世 間は厳 しく行政運営を公式的,非 公式的に監視 した りして,実 情に精通するように

なってきた。行政改革委員に対 して も任務を引き受けた以上は,住 民の信頼に応えるべ く

行政運営の改革を推進すべ く責務を負うべきであって,安 い委員報酬(報 酬を半分にした)

か らといって責任を免責されることな く,住 民のチェックは行政改革委員にも及ぶ。まし

てや会長ともなると行政改革委員に対 して経営権限を有 しているわけではないのに,行 政

改革推進への要望が強 くなって,そ の責任を感 じる。ボランティアな社会貢献活動におい

て も同様なことが言えるようになっているのであろう。突き詰あれば地方自治体の多様な
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問題に対 しての責任を住民が負うというガバナンスになってきたからでもある(7)。それは

ある意味で行政改革委員に対 しての励ましであって,人 間として成長 していく機会が与え

られている。

地方自治体の行政職員は住民と直接的,間 接的に接する機会 も少な くな く,そ の住民で

ある職員が大半であって,地 方自治体の税収の安定的な税源にもなっている。それは地域

で買い物 もし,生 活を しているか ら,行 政上の問題点 も把握 しやす く,行 政改革の具体的

な情報源 になっていて,そ のことをわれわれ行政改革委員が公私にわたる人間的接触に

よって対話を深めて,具 体的な行政改革に生か している。行政改革推進大綱の原案の作成

に当たって,住 民で もある行政職員が作成に向けて情報をフィー ドバ ックしているので,

小さい市ほどガバナ ンス領域にも改革が及び,行 政とガバナ ンスが分離 しやすい大きな市

よりは,目 的合理性に向けて改革 しやすい。行政官僚制の もとでは手段合理性を目的化 し

やすい行動様式になるが(8),これを正すのも行政改革委員の仕事である。へぼ将棋のよう

に王手王手の改革では派手に見えて も大きな改革にはな らず,4手5手 先を洞察する改革

プランを必要としている。

地方自治体のガバナンスの担い手は住民であるが,そ れを直接的に担うことは不可能で

あるか ら,選 挙によって選んだ議員に行政運営を条例等で決あて もらい,こ のルールに基

づいて自治体の運営を委ねている。それゆえ,究 極的には行政職員の不正や財政赤字の責

任をとるのは住民になるか ら,地 方自治体が住民の信頼に応えて合理的,健 全に行政運営

されているかを常にチェックする必要がある。住民が行政をチェックする方法として制度

化されているのは,行 政に関する情報公開請求や住民監査請求であり,さ らに法的手段と

して情報公開請求訴訟や住民訴訟という方法 もある。裁判所に行政情報の公開や,自 治体

の違法と思われる行政運営によって自治体が被った損害の賠償を求めて訴訟を提起 しうる

の も,住 民がガバナ ンスの担い手であるか らである。

しか し現実には,地 方自治体の行政運営を担っているのは行政職員であって,そ の独占

的な情報支配によって議員 もコントロールされ,行 政官僚制の精緻化によって自己を保全

して,大 きな力を有 している(9)。ここでは住民が行政に介入できないほど行政運営力を発

揮 して,ほ ぼ全部を任せざるを得ない状況になっている。そのたあに行政と住民の協働と

いうのは,住 民が行政の下請 けとしてさらに協力 していかざるを得ない状況なって しま

い,行 政の都合の良いように住民は社会的貢献活動を奉仕的に行っている。

そこでわれわれはガバナンス改革の一環として行政と住民の協働をとらえて,行 政の都

合ではな くて住民の都合にかなうような行政運営を求あて,制 度的な統治のあり方を問う
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ている。それは住民の信頼に応えるような合理的かつ人間的な行政運営であって,そ のた

めにも住民の信頼を高めるような行政改革を推進 し,必 要に応 じてさらにガバナンスを再

構築 していく。住民こそガバナ ンスの担い手であると言う基本路線を変えてはな らない。

そのためにも法律で律 しきれない不文律が存在 し,そ の文脈を守るための秩序を肌で知

り重ん じられてきた生活様式がある。フォーラム型の行政と住民の協働というのは本来的

に存在 していたガバナンスのあり方への回帰であって,行 政組織が大規模化 してむ しろ住

民を支配 していたのを本来的なガバナ ンスに改革 して,行 政運営を目的合理性の追求のた

めに活用することと言えよう。感受性が鈍 くなると,手 段合理性が肥大化 して価値観や制

度化の形成というガバナンス領域が軽視されて しまう。住民の要望を欠 く行政運営は不毛

であって,つ ねなる住民の信頼と注意を喚起するために広範な領域にわたっての情報公開

が不可欠である。そうであればこそガバナンスの担い手として行政運営の責任を担い,行

政運営を委ねていたか らこそ財政再建のために自己犠牲を求め られて も協力する仕組みを

になっている。行政組織と議会とのよき緊張関係 も求め られる。

行政改革にはガバナ ンス改革 も伴うが,そ の枠組みを提供する行政経営 も当然に理論的

論拠を必要とする。 しかるに行政経営の諸研究の論拠は行政管理と類似 して ものが多 く,

あえて行政管理という用語に代えて行政経営というレッテルを必要とするようには思えな

い。そこでわれわれは行政経営を論 じる理論的論拠をM.P.フ ォレットやC.1.バ ーナー

ドに求あている。 もともとフォレットやバーナー ドは企業に限定されない広範な経営を論

じるものであって(1①,行政経営,公 共経営を十分に論 じる普遍的な理論的枠組みを有 して

いる。

われわれは裁判所の調停委員や地方自治体の行政改革委員として実務にかかわったが,

そこでのフォレットやバーナー ドの切れ味のすごさを実践的に感 じてきた。特に行政改革

においては歴史的,文 化的,社 会的,経 済的文脈に埋め込まれた行政組織の改革というの

は,そ れ らか ら切 り離された個人に還元されるような意思決定論は,理 論的にエ レガ ント

であって も,住 民の共感,相 互理解,同 感,共 通感覚を得 られないがゆえに行政改革にお

いては無力である。まさに色々の文脈において住民に共通理解を得 られるような意味解釈

を もた らされな くては,地 方自治体の行政改革は空回 りして しまう。

そこでわれわれは行政改革においては意図と意味の循環的応答をつうじて,意 味解釈に

共感をえ られるように努力 したのである。その共感 ・同感というのは理性的判断と言うよ

りも心情的な心の共鳴であって,こ のような感情的な受け入れな くしては,行 政改革 も実

効力を伴わない。感性的な同感 ・共感を欠 くと行政改革 もメンバーの協働意欲を欠 く,む
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しろ強制された ものとして,少 しの改革を もってお茶をにごされて しまう。いわば外部か

ら押 しつけられた外圧として行政職員に捉え られて,自 発的で能動的活性を内発させない

強制としてとらえ られやすい。

われわれは行政改革をガバナンス改革として行政と住民の協働という枠組みとしてとら

えるとともに,組 織用具説に立脚 した行政管理か ら,自 ら自己変革や主体的能動性を発揮

する組織主体説への転換として捉え,そ れを行政経営の理論的枠組みとしている。そこで

は行政と住民の協働をな しうる共感 ・相互理解の もとで,文 脈依存的な意味解釈や共通認

識の もとで行政経営のあり方を論 じる。

行政管理,行 政経営においてH.A.サ イモンの研究は知られていて,も ともと行政学者

であったサイモ ンは行政管理学者の評価は高い。限定された合理性の もとで,価 値判断を

伴う価値的前提の重要性は認識 して も,そ の領域は棚上げして,事 実的前提の もとでの行

政領域を 「管理行動」としてサイモ ンは意思決定的アプローチの もとで深い洞察をな し,

徹底 した研究を行なった。それは当然に行政組織の意思決定プロセスを究明 したのであっ

てqD,わ れわれも大いに学んでいる。「満足化原理」はまさに行政組織にあてはまり,も と

もと多目的な行政組織においては 「最適化原理」を取 りえない目的間の矛盾を伴うような

領域で もある。 しか しなが らサイモ ンは結局は,個 人的意思決定に還元されるような論考

で組織用具説に近いものであって,組 織主体説,組 織その ものの存在を認め,そ の自己組

織的な自己変革を論 じるわれわれの立場とは異なるものであって,行 政管理に限定される

ような思考である。

われわれがあざすのは自己変革をな しうる,構 造を作 り変えていく自己組織系のシステ

ムのような行政経営であって,こ こにサイモ ンの行政管理論とは一線を画す。われわれが

いう行政経営では経営の担い手がガバナンス改革 も担うのであって,そ のような構造生成

的システムとして行政経営のあり方を問うている。自己変革,変 身する能力を自ら有 して

いるか らこそ,行 政改革は歴史的,文 化的,社 会的,経 済的,自 然的な文脈の もとで埋め

込まれている,し が らみの多い行政組織だと認識 した上での,改 革になる。

地方自治体の行政改革委員 ・会長としての主な仕事は,首 長,議 会,業 界団体,そ の他

の団体,住 民や利害関係者の利害対立の調停人としての役割である。裁判所の民事調停委

員としての経験を生か して利害対立,コ ンフリク トを調停 してきたが,自 ら積極的に利害

対立を調整するたあに交渉することもあって,改 革には交渉力を必要としている。行政組

織の部課長とも交渉するか ら,組 織上の職務権限はな くとも,専 門的権力というか改革を

支える専門的知識,ス キルが必要であって,経 営学者としての専門的知識に加えて,裁 判
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所 の 調 停 委 員 と して の 実 務 経 験 を 生 か して い る。 数 多 くの コ ンフ リク トを 調 停 して きた の

で,行 政 改 革 に伴 う コ ン フ リク トの発 生 は 当然 と思 う し⑫,そ の コ ンフ リク トの 解 決 に力

を 入 れ て い る。 議 会,行 政,各 種 団 体,住 民,利 害 関係 者 の コ ンフ リク トは 多様 で あ って,

厳 しい対 決 も迫 られ るが,敵 対 的 交 渉 に終 始 して い るわ けで はな く,協 調 的 交 渉 に転 じる

こ と も少 な くな いの は⑱,共 通 感 覚,共 通 理 解,共 感 を 重 視 す るか らで あ る。

3.市 立 病 院 経 営

医師の新 しい臨床研修制度の もとでは,医 師は専門とする診療科を自由に選べる。さら

に人事面では大学医局 ・医学教授の影響力が弱まり,勤 務先 も本人の希望が尊重されるよ

うになった。開業の自由,知 識が専門に偏って総合的な診療能力がつきにくい医局か ら離

れる自由もある。慢性的な医師不足のなかで医師が自由に診療科や勤務先を選べば,ど こ

かに穴があくのは当然と言えよう。総務省,県,市 も医師の人事には関与できないか ら,

責任ある改善策を示せない。市立病院にして も市長は病院経営の要である医師の人事権を

実質的に持たない。市民は選挙などを通 じて市立病院の維持 ・拡大を市長に託すけれど

も,現 実には選挙や住民の意向と無関係な大学教授が地域医療の生殺与奪を握ってきた。

しか し,教 授を頂点とするピラミッド型の医局組織か らは,低 賃金で重労働を強いられる

研修医の反発 もあって,今 日の研修医が研修に専念できる環境づ くりがなされて,研 修医

が自由に診療科や病院を選ぶことが可能になって,そ のことが医局の力を弱めるととも

に,医 師の偏在を加速化させた。

た しかに地域医療を支えるためには,ま ずよき医師を得ることであって,県 外で初期研

修を受けて も地元へ戻ることもありうるか ら,医 学生のつなぎとめとして奨学金を拡充 し

て も,今 日の医学生は将来勤める医療機関と診療科双方を縛る拘束条件に素直に反応 しな

いし,金 銭で釣 られるほど医学上の選択は単純ではない。ある県では入学金 ・授業料金額

と月10万 円を出して もそうである。

2004年 度か ら研修医制度が始まったが,大 学医局 も 「手持ち」の研修医が減ることを見

越 して医師の引き揚げの動きが活発化 して,そ れが公立病院の医師不足を招き,U市 の市

立病院にして も産科の医師がいな くなった。辺境では地域医療が崩壊 しつつあって,大 学

の法人化,診 療報酬改定 も医師引き揚げの原因といわれるが,医 師の派遣は大学の教授の

考え次第ということで,自 治体病院はさらに,医 師の人事に関 しては無力になっている。

大学の医局にして も公立病院への医師供給が思うようにな らな くなっては,市 立病院が大
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きな新病棟を建設 して も,必 要な医師数を確保できるかわか らない(朝 日新聞,2009年3

月27日)。

これを市立病院の病院経営という立場で考えると,こ のまま病院か ら医師の引き揚げを

図る大学医局に全面的に任せていては地域医療は崩壊するので,特 定の私立大学や医療機

関を指定管理者にする 「公設民営化」 も考え られる。市立病院では大学系列を混在させる

ことは難 しく,大 学系列混在のモデルはないに等 しい。 しか し,研 修制度が変わ り,医 学

部医学科卒業生の約半数は大学病院以外での研修を選んでいるので,人 手不足の大学が医

局存続のために医師引き揚げに走る流れは変わ らない。そのために市当局は行政経営の視

点か ら市立病院の経営を考えるべきであって,も うハコをつ くって大学医局に 「丸投げ」

する時代は終わ り,市 民病院の中に民間の産科を開業させるなどの経営的工夫がいる。新

しい医師臨床研修制度その ものを否定できないので,行 政経営的視点での市立病院の経営

がますます大切になっている。

ところで,市 立病院の経営というのは,経 営資源に軸足を置 くリソース・ベス ト・ビュー

よりも市場の機会と脅威の分析に軸足を置 くポジショニ ングビューの方が分析 しやすい。

すなわち,ポ ジションを空間的な立地や,人 の心の中の 「心理的な位置づけ」,競争相手,

取引相手 との関係 における 「立場」をミックスして考えると,M.ポ ーターのように個別

事業の競争戦略構築や,「選択 と集中」の決定を導 く戦略思考法になる。市立病院において

は,同 業他病院,患 者や供給業者,潜 在的な新規参入業者(私 立病院の参入),代 替品(医

薬品依存や個人医院の参入)な どのプレーヤーにまで視野を広げて,市 立病院のポジショ

ンを競争優位性という視点か ら考察することになる。企業では少数の大口顧客がいた りし

て,事 業の成熟期や衰退期では 「厳 しい値引き」要求で急速にポジションが悪化する場合

があるが,市 立病院では小口の患者を多数かかえている事業なので,国 の制度的側面はと

もか くとして,数 量割引や価格値下げという圧力はかか りにくい。この点でポジションを

占めやすい有利性を市立病院は有 しているし,地 域医療機関として住民,患 者の信任 ・信

頼 もある(沼 上 幹 「経営戦略論の系譜と本質」④,日 本経済新聞,2009年3月31日)。

このように市立病院はポジショニ ングビューでは,個 別病院事業の競争戦略構築は決 し

てむずか しくないのに,病 院経営が赤字というのは余分な高 くつ く建設コス トがかかった

り,近 隣の経営との棲み分けや患者の定着がうまくいっていないことも考え られる。人口

の減少と患者の広域移動を車社会が可能にしていて,病 院の評判,名 声と言うもの,す な

わちハコよりも医師等の力量によって患者数が左右されているのは,同 業他病院との競争

優位性を真剣に考えなければな らないことを意味 している。大学の医局の 「植民地」のよ
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うにハコだけを貸 しているような市立病院経営では,ポ ジショニ ング的な見方が弱 く競争

力を低下させるω。

他方,市 立病院の設置者である行政当局 も行政経営には戦略的な思考が内包されている

ことの理解が少な く,経 営資源に軸足を置 く戦略論であるリソース ・ベス ト・ビューにも

な じんでお らず,自 己の経営資源の点検 も十分ではない。そのたあに自己の経営資源的な

弱みにも気づかず,行 政官僚制的に画一的に運営 しようとして行き詰っている。ポジショ

ニ ング的に言えば,市 場の機会と脅威に鈍感であるがゆえに,病 院経営が赤字であっても,

実質公債費比率25%の ラインのぎりぎりまで支出して160億 円と言 う巨額の金をかけて新

病棟の建設を計画 した。その新設による「ポジション」を軸にした分析 もなされていない。

遠 くない将来においてのきびしい見通 しにも,建 設に伴う業者利益が優先されて,新 病棟

建設にかかわる財政シミュレーションも開示されていない。

初歩的な組織間関係論を持ち出すまで もな く,連 携,提 携による 「組織間結合のメリッ

ト」を追求するのは,す べての産業でいえることである。このことは地域の公立病院で も

いえるし,規 模拡大を目的とすべきではない。地域の医療機関として救命救急への態勢を

維持するのは警察と同 じようにコス トがかか り,急 患のためにつねに医師や設備を確保 し

てお くのだか ら,当 然にその部門は赤字を もた らすが,赤 字になって も地域医療にとって

必要な投資と言えよう。住民に安心,安 全を与えるためである。とくに重症患者を診る2

次救急病院の態勢をとるとそうである。

それゆえ行政改革の対象になっている病院に対 して,こ れ らのことを配慮 していくが,

それを理由に病院全体が赤字になることを当然視はできない。周辺の既存の病院のベ ッド

もあいているか ら,組 織間連携の仕組みを双方が工夫すれば,新 病棟の建設にして もそれ

ほど大規模なものは必要ではない。当初の160億 円という予算額は収支計算上 も過大と言

えるし,市 の財政負担を大きくするだけである。われわれが言いたいのは赤字の続 く病院

をさらに大規模化 して も人口の減少のなかで周辺の病院との競争が激化 して,競 争力の確

保はきびしいということである。それよりも連携を強化 して役割分担を明確化 して病院の

フルセ ット主義か ら脱皮 して,患 者との信頼関係を強固に確立 して,さ らに重点的に投資

して医療機関としての威信を高あることである。

巨大な新病棟の建設には大きな財政負担を もた らし,し か も公債発行に依存 して実質公

債費比率を悪化させて25%の ライ ンも状況によっては突破 しかねない。そ して新病棟建設

負担を市が補填できて もわずかな幅であるか ら,無 理に黒字化 しようとした ら,余 計な検

査をしたり,「乱診乱療」になりかねない。新病棟建設規模を適正化 してこそ,か な りの
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縮小になるけれども,そ のほうが財政バランスが取れて,報 酬 も市場に見合って医師が確

保できようし,医 大系列として連携はうまくいきやすい。一部の住民の言うような医師の

公募だと高給の医師ばか りになるだけではな く,そ れぞれの医療手法が違うので医科間の

調整 もしにくい。医療報酬の不正請求があって も経営責任があいまいでは困るし,そ のよ

うな信頼できない病院に患者を紹介できない し,開 業医も連携 しようとはしないであろ

う。む しろ新病棟の建設の規模を縮小 して,そ の縮小 した予算の一部を周辺の病院の補助

に回 して,市 立病院に産科医を確保できな くて も,周 辺の病院で子供を産みやす くして,

より充実 した産科を周辺に救急体制で も確保する方が住民に安心を与えるし,不 十分な態

勢では再び産科を設けて も産科医1-2人 ではむ しろ不安感を高めて,医 療機関としての

信頼を低めてしまう⑮。既存の周辺の医療機関との連携を強化 して,採 算的にも無理な大

規模な新病棟建設はむ しろ無謀であるばか りではな くて,市 の行政改革に逆行 し,ハ ー ド

なハコがあって もソフ トの充実がないと,患 者の信頼 も低下させやすい(朝 日新聞,2009

年4月15日)。

老朽化 した病棟にかえて新病棟の建設という趣旨は良 く理解はできて も,行 政改革委員

としては極力予算をセーブすることを提言 してきたが,そ のために隣接 した病院・医院(産

婦人科医院を含あて)と の連携の仕組みとか補助金の支払い方法とかに力を入れて,効 率

的 ・機能的で住民 ・患者に安心と信頼を与える連携の仕組みがあってこそ地域医療機関で

あると論 じてきた。住民は単独のフルセ ット主義の市立病院を求あてはいないし,病 気の

性質によっては高度の医療を受けたいのであって,大 学の付属病院で も難 しいことを地域

のローカルな市立病院に求あてはいない。病院選択の自由を求あているのであって,医 大

付属病院にして も決 して遠い距離ではない。自らの経営資源に見合った治療 しかできない

のであって,病 院の恒常的赤字に耐え られるほど市の財政規模は大きくな く,持 続可能性

を考えると,病 院経営戦略上 も的を絞 らざるを得ないし,フ ルセ ット主義の幻想を抱いて

いては,財 政 も破綻 して しまう。行政経営的視点とは経営責任を明確にして,膨 張主義に

歯止めをかけるとともに,状 況 ・文脈に合わせた経営戦略を構築 しているか ら,ま さに既

存の医療機関との連携戦略に力を入れている。われわれの言う 「組織間結合のメリット」

の追求こそ,市 立病院の事業構想とすべきであって,巨 大な新病棟の建設を自己目的にし

てはならない。まさにR.ミ ヘルスの言 う 「目的の置換」であって,手 段を目的化 してお

り,そ の利害関係者の利権が病院経営のあり方を歪あていて,そ れを是正 していくことも

行政改革の一環である。利権政治というものがあるとすれば,議 員 も一緒になって業者の

利権を追求 して,市 の財政赤字を加速化させて も責任を負わないとなると,住 民はそのよ
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うな行政組織を信頼せず,行 政と住民の協働といって も住民を行政に都合のよいように下

請け化 して しまうや り方は,や はりそのガバナンスを信頼 しないであろう。

今 日では,医 療 ・看護 ・介護の需要が年々増えているが,医 師 ・看護師の供給が追いつ

かない。U市 の市立病院にしても約160億 円かけて新病棟の建設の予定であるが,既 に産

科を閉鎖 したように,は た して医師の確保ができるかが問題である。 日本の医療システム

が旧態依然として時代の変化に対応 していないので,勤 務医が不足 している。開業医偏重

の医療制度と政策によって,病 院勤務医の実情を無視 しすぎた結果といえよう。 日本の医

師会が開業医の組合的存在であり,病 院勤務医の立場を代表 してお らず,他 方,病 院の経

営主体が自治体,大 学,医 療法人など多岐にわた り,そ れぞれの立場 も異なるため団結 し

にくく,規 制当局との交渉力が弱い。交渉自体 も上手とはいえない。 しか も病院は支配一

服従関係の強い組織なので,医 療現場の悲痛さも経営 トップに伝わ りにくい。病院勤務医

は日本医師会の利害代表構造では自分 らの利益が反映されにくいか ら,病 院勤務医団体を

設立 して団体交渉権を持てば待遇 も改善されよう。そ して勤務条件か ら先端医療機器の導

入に至るまで基準を定めて,厚 生労働省や関係当局と交渉すれば,日 本の病院勤務医の報

酬 も高 くな り,過 酷な勤務状況 も緩和され,患 者サー ビスも向上 して,病 院経営を安定で

きるように患者を誘引できる。

日本の医療現場の前近代的慣行と制度を改革 しな くては,医 療分野での品質とサー ビス

の向上は求あに くい。医療介護産業の生産性向上 は病院勤務医や看護師等の待遇改善が

あってのことであって,そ れが政府規制と既得権益を守る勢力によって妨げられている。

市立病院ではそのたあに廃業 した り規模縮小 している病院が少な くない。 レセプ トの電子

化,混 合医療の解禁などによって市立病院 も赤字体質か ら脱却できる(悠 憂 「大機小機」

日本経済新聞,2009年4月11日)。

われわれは市立病院の赤字体質か らの脱却のために,病 院経営のガバナ ンスのあり方を

問うているのであって,医 師や看護師等の待遇悪化を目的としないし,む しろその勤労意

欲を高める条件設定,品 質とサー ビスの競争に打ち勝って競争優位性を確保することを求

めている。市立病院は地域医療機関としての役割が大きいし,U市 の病院 も長い間黒字体

質であった。ハコではな くて中身の充実を患者は求あているのであって,周 辺にも公私の

病院が複数あって競合するので,そ の競争優位性はかな り医師,看 護師等の力量に左右さ

れている。それゆえ病院の経営資源はソフ ト面 も重視されるし,社 会的評価,評 判という

ものが患者数に影響を及ぼ している。近 くて利便性が高 くて も,車 で行けば周辺の病院 も

決 して遠いとはいえないような競合状態なので,広 域医療のネ ットワークの もとでの提携
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関係の強化や,「競争 と協調の相互浸透的な仕組み」も考えるべきであろう。まさに行政経

営,病 院経営は組織間関係の結びつきの仕組み(戦 略的提携など)が 大切である。

U市 の市立病院は2009年 度には新病棟の建設に取 り掛かるが,そ の後の行政改革推進の

結果 として総事業費は大幅に削減されて,概 ね65億 円程度 という規模に修正 されつつあ

る。新病棟に求あ られる機能として,① 地域密着型かつ地域中核病院としての機能,② 医

療情報システムの構築,③ 安全,安 心な施設,④ 災害支援病院的機能,⑤ 癌,高 齢者医療,

在宅医療などの診療機能の充実,⑥ 健診機能,健 康教育の充実,⑦ 救急医療体制の充実,

⑧診療連携の強化,を 目指 している。病棟の病床数は176床 であり,人 々が利用 しやすい,

安全 ・安心で,地 域性を重視 した患者やスタッフの負担を少な くする計画になっている。

行政改革推進の粘 り強い交渉の結果として,U市 の行財政能力に見合った病院建設事業へ

と大幅に計画を練 り直 したのも,2009年4月 か ら施行された地方財政健全化法対策 とし

て,連 結会計の赤字増大を避けるためでもある⑯。建設規模を縮小 しても,そ れでも病院

経営は決 して甘 くな く,む しろ競争条件は厳 しい。

そうでないと一般会計予算か ら病院事業への長期持続的支出が大きくなって,安 定 した

支援的支出にはな らないか らである。少な くとも財政基盤の弱い市の市立病院は,市 民に

安全で安心な医療を提供 しつつ,病 院経営の財政的健全化を図って,将 来にわたって継続

していける安定 した経営を主として,病 院全体の規模を考えるべきであって,ニ ーズの レ

ベルや規模に適合 しな くては,病 院事業の安定化は保たれない。累積赤字を減少させてい

く行政改革の枠か らはずれると,実 質公債費比率や将来負担比率に直接的に係わって く

る。建設業者は利害関係者の一つにすぎないのに,そ の意向でこれまでは財政規模に見合

わない建設,土 木の工事を地方交付税を当てにして膨張させてきたことを反省すべきであ

る。

われわれの論 じる行政改革はこのように市立病院改革を含めて広範にわた り,こ こでは

そのすべてを論 じることはできない。住民の命のとりでの役割を果た し,過 疎地では救命

救急セ ンターや小児救急医療拠点として公立病院は重要な存在である。 しか し,2007年 度

で約8割 の公立病院が経常赤字であり,公 立病院を有する地方自治体の中で累積欠損金を

抱えていたところも8割 を超す。私的病院と経営状況を比較すると,人 件費が割高である

のに加えて,病 床利用率が低い。 これまで公立病院は民間病院の2-3倍 の建設 コス トが

かか り,民 間病院な らば年間医業収入の範囲内でなければ資金調達ができないので,建 設

コス トは1病 床あた り1千 万円以下であるのに,公 立病院はそ もそ も民間の2倍 と高いう

えに,吹 き抜けや無駄なコス トがかさ上げされている。民間が扱わない不採算医療を手か
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けていることは一部の負担であって,多 くは現場感覚とずれた首長や病院担当部署による

意思決定や,医 療現場にそ ぐわない地方公務員に準 じた給与体系が,当 事者の勤労意欲 ・

協働意欲に影響 して,現 場発の病院改革,い わば創発的改革を阻害 してお り,こ こで も行

政経営の立場か らガバナンスのありかたを問う思考が求め られている(長 隆 「経済教室」

日本経済新聞,2009年3月23日)。

か くして長隆氏は,「公立病院は,自 らが果たすべき役割を見直 し,改 めて明確化すると

同時に,経 費について,一 般会計,病 院会計のどちらで負担するかという区分に関 し明確

に基準を設定 し,健 全経営と医療の質の確保に取 り組む必要がある。民間病院との間にな

ぜ効率性にこれだけ差があるのか,市 民の理解を得るべ く,合 理的根拠を開示すべきだ。

説明できない公立病院は公での経営の必要がないといわざるを得ない」(同)と いう。

総務省の公立病院改革のガイ ドライ ンでは,① 山間僻地 ・離島など民間医療機関の立地

が困難な過疎地等における一般医療の提供,② 救急 ・小児 ・周産期 ・災害 ・精神などの不

採算 ・特殊部門に係わる医療の提供,③ 地域の民間医療機関では限界ある高度 ・先端医療

の提供(県 立がんセンターなど),④ 研修の実施などを含む広域的な医師派遣の拠点として

の機能,な どを示 した。まさに,「公共病院の選択と集中,再 編 ・ネッ トワーク化 と経営

形態の変更によってこそ,医 師不足を迅速に解決でき,同 時に自治体の財政破綻 も防止で

きるだろう」(同)と いう。

このような組織間関係を重視 した連携は相乗効果を期待 しうる。現に米国での広域医療

圏統合ネ ットワーク(IHN)は,病 院や開業医などの医療機関が連携 して医療事業体を構

成 し,高 品質かつ多様な医療サー ビスを提供 してお り,多 くが非営利組織で,地 域の健康

維持にも貢献 している。在宅医療サー ビスや老人ホーム,独 立開業医グループなどを含む

医療関連機関が連携 して,単 一の事業体を構成すると共に,マ ーケティング,運 営管理,

財務,購 買などを共通することで,組 織間関係システム全体として業務の効率化を図 りう

る。また各 リソースを事業全体でより効率的に利用 して,全 体的整合性を高めて医療の質

向上を目指す。地域医療機関が統一事業体(独 立行政法人)を 形成 して,公 立病院はその

傘下のサテライ トとして特色を持つことで,IHNの 強みが発揮できる。日本では二つの

公立病院が統合 して地方独立行政法人とな り,一 つを リハ ビリ専門病院に業態を変えた。

これは,医 師,看 護師の獲得競争と患者の奪い合いによる共倒れを避け,統 合で経営を安

定させた例である。市立病院が私立大学を指定管理者として任命 し,そ の付属病院となる

ことで存続に成功 した事例もある。二つの公立病院を独立行政法人としての再編ネ ット

ワークを生か して,医 師の偏在を是正 して医師不足を解消 し,か つ医療の質は飛躍的に高
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まり,さ らに税金の投入を基準の範囲内に抑えて黒字化を達成 したが,さ らに老朽化 した

病院施設の増改築なども民間並みの単価で行う計画にしている公立病院 もある。

た しかに,投 資がなければ利益は生まれず,公 立病院 も場合によっては積極的投資策を

必要としよう。その際に重要なことは,ガ バナンス構造を見直 して病院を事業経営する視

点を もつことである。これまで行政経営のガバナ ンス不在が,施 設のみ豪華でコス トの割

高な公立病院を生み出したが,こ こを改革すれば,公 立病院の新築単価を坪当た り60万円

と従来の半分に抑えることも十分可能であると長隆氏は言う。本来的には,総 事業費を民

間価格並みの年間医療収入の範囲内で収めれば市民の税金を投入 しな くて も十分に持続可

能性を高めるし,さ らに地域での重複投資を避けるために,再 編,ネ ットワーク化で相互

補完的な役割分担することが重要になる(同)。 このことはM.P.フ ォレットが状況の法

則で論 じた地域特性,文 脈に適合 した全体的整合性の追求になる(1の。組織間関係でもロー

レンスとローシュの言う条件適合性を求めて戦略的提携はなされる。ただ提携すれば良い

というものではな く,組 み合わせのメリット追求を行政経営的に考えなければな らない。

4.改 革 と コ ンフ リク ト

行政改革委員はガバナンスの担い手である住民を代理 して行政運営のあり方を問うてい

るのであって,巨 額の財政赤字 も結局は住民全員の責任になることを自覚 しているか ら,

住民の信頼に応え られる合理的な行政運営を委譲された行政組織の運営の仕方にもチェッ

クを入れている。そのようなチェックを入れやすいような情報公開やガバナ ンスのあり方

を討議 している。外在的に対峙 してチェックを入れるの も一つの方法であるが,わ れわれ

は内在的に行為主体的存在として行政改革大綱の作成プロセスに関与 して,そ の立案に専

門家としてボランティアな社会的貢献活動の一環として協力 し奉仕 している。

ここでは実践的知識の厚みにおいて行政幹部には遠 く及ばないが,む しろ基礎的知識,

C.1.バ ーナー ドやM.P.フ ォレットのような経営学の古典的知識が大いに活かされてい

る。学究として期待されているの も行政組織の職員が入手 しやすい流行の知識や国か ら降

りて くる法令的,ル ール的知識ではな くて,ま さに物事の奥に潜む根源的な基本的思考で

あって,薄 っぺ らい実践的知識は要求されないし,実 務的知識は800人 の行政職員が有 し,

それぞれの立場で考え,き わあて広範な領域をカバー しているのであり,多 くの行政職員

は勤勉に働き学んでいる。

それゆえわれわれは,フ ォレットのいう状況の法則の もとで全体的整合性を捉えて,条
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件適合的な改革を文脈依存的に推進 していけるように行政職員にお膳立てすることであっ

て,こ こでは組織論者 としての知識が行政領域において も意外に生きて くる⑱。ルース ・

カプリング型の組織間関係の構築による戦略的提携は⑲,タ テ割 り行政のもとでも実践可

能であって,県 などの上か らの指導による行政規律と比較 して,自 治体の自由裁量の幅を

大きくして,状 況,文 脈に合わせて自由で柔軟な組み合わせができるのであって,ネ ット

ワーク型の中小企業の異業種交流グループとは共通 した手法を取 りうる。経営組織論者と

して自己の専門的知識を活かせる場と表現の舞台を得たが,そ れは自己実現の欲求の実現

という高次の ものではな くて,自 己表出レベルの ものであるが,行 政組織に内在的に介在

することによって学ぶことが多 く,バ ーナー ドがATT傘 下のNJベ ルテ レホン会社の社

長としてえた実務経験を理論化 しようとしたことがわか り,バ ーナー ド理論を深める機会

を持った。まだまだバーナー ドに学ぶことが多 く,そ れを行政組織において も有効に生か

せて,バ ーナー ドの切れ味を実証 している。それは多 くの学究とは違った捉え方か もしれ

ない。

大規模な市ともなると,行 政改革の大綱は行政組織内部の市長を本部長とする行政改革

推進本部が副市長,部 長などをメンバーとする幹事会,そ して中堅 ・若手職員による実務

部隊であるワーキ ングチームと行政改革の推進体制をつ くっていく。市民と直接対話する

現場の視点で改革の議論を行うのがワーキ ングチームであるが,そ れ らの議論の もとで行

政改革の推進案が作成される。それが行政改革大綱案として行政改革委員に答申され,若

干の修正を経て市の行政改革推進大綱が策定される。このシェーマでは行政改革委員は形

式的に答申する形にな り,実 質的には行政職員が作成 した行政改革推進大綱案が大綱にな

り,委 員の意見が反映される度合いは小さい。

ところがわれわれのところでは,そ の前の原案作成に関与 して議論するか ら,う ちの職

員以上に発言力を持って職員が審議 した行政改革の課題を吟味,検 討 し,新 たな案 も作成

する。いわば答申される前の段階で会長として,あ るいは専門家として市のめざすべき方

向を考え,ど のように行政改革を推進 していくかを考える。原案作成に深 くかかわって責

任を持てる形で行政改革への取 り組みを空洞化させることな く実践化 していく。すなわち

行政改革委員は市民の代表者として行政と協働 して,改 革を推進できるように審議するだ

けの存在ではない。いわばガバナンスの担い手として,行 政改革に積極的な役割を果た し

ているのが特色である。行政改革をすすあるたあの具体的方策 も行政改革推進室などと協

働 して案として答申される内容にいち早 く関与 して,立 案プロセスに参加することによっ

て,行 政改革を推進 していくにあたっての問題点やコンフリク トにいち早 く気づき,そ の
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対策に取 り組むことができるので,案 の答申において も的確に判断 して論 じることができ

る。

行政官僚制で も統治の問題は無視されているというわけではない。ただ統治 ・ガバナ ン

スは政治の領域 として行政と分離 して論 じられ,こ れが行政の肥大化をもたらした⑳。そ

れは次のような理由による。統治の法の決定的部分をなすのが適正手続きといわれるが,

この合法性の理想を現実化 した適性手続きは,次 のように定式化される。①統治は影響を

受けるすべての法的利害への適切な配慮によって抑制されなければな らない,② 法の作成

と適用は理性にかなっていなければな らない,③ 法的事実の信頼できる確定が保障されな

ければな らない,④ 基本的な最低限の人格権が保護されなければな らない(北 野利信 『経

営学原論』東洋経済新報社,1996,93頁)。

行政と住民の協働というガバナンス改革は,水 平的な 「意味と意図の循環的応答」のプ

ロセスを経るか ら,リ ーダーシップ論か らフォーラム論への転換を意図 してこそ,そ の応

答性が生きて くる。「統治されるものの賛意が,少 なくともある程度まで,彼 らの統治者に

対 して与え られなければな らないという必要が,横 たわっている」(117頁)と いえよう。

このことはフォレットによって も学ぶことができる。

こうして,わ れわれが行制改革をむずか しいと感 じたのは,も ともと効率の悪い事業分

野があり,時 間感覚 も事業間で多様であり,ム ダといわれる仕事で も住民にとっては欠か

せないもの もある。住民サー ビスは広範にわた り,し か も考慮すべき価値判断があまりに

も多 くて,単 なる効率性では計量できない。ただ行政組織を取 り巻 く環境は大きく変化 し

ていて,累 積する財政赤字をさらに増やす状況ではな くなっている。決 して行政職員がま

じめに仕事を していないということはな く,む しろ一部はハー ドな仕事をこな し,組 織外

で も多 くのことを学習 している。行政改革に積極的に打ち込んでいる行政職員 も少な くな

く,改 革を通 じて希望を見出している(中 野雅至 『公務員クビ1論 』朝 日新聞社,2008)。

た しかに組織と制度を関連させて考察する必要があるが,と くに公務員の制度改革はむ

ずか しい。中野雅至教授は次のような理由をあげている。①公務員制度を抜本的に改革 し

た時の効果の不確定さ,② 現在の公務員制度はそれな りに機能 している,③ 改革に当たっ

て的確なモデルがない,④ それな りに苦労 して仕事を しているわ りには,マ スコミか らス

ポットライ トを浴びていないので,政 治家 も改革意欲を削いでいる,で ある(166-167頁)。

地方自治体にとって自治労傘下の組合との労使交渉は交渉力の差異 もあって,大 幅な変更

には交渉が難航 しやす く,そ れを苦労 して克服 して も住民や議員の評価は低い。改革 し甲

斐がないというケースもある。官民の両方の職を経験 した人は極端に少ないので,そ れぞ
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れの極端な印象に振 り回せ られやすい。情報を発信するマスコミも同様である。意外か も

しれないが実際に公務員の仕事をやってみると,そ れな りの難 しさと持続的な努力を必要

とする。行政改革を担当 している部課において も,か な りの勉学を していないと改革案づ

くりはできないし,議 員を含めて他者に的確に改革の必要性を説明できない⑫1)。このよう

に行政職員にとっては行政改革は負担が大きい割には,努 力が認あ られにくく,歳 出削減

においてはむ しろ利害関係者か らや り方を批判されがちになっている。われわれは行政改

革推進にあたって,こ の点にも配慮 していきたい。

5.お わ り に

地方自治体は地方財政健全化法の施行によって,財 政規律を厳 しく律することを求め ら

れていて,き わめて優遇 される合併特例債(自 己負担は30%で,残 りは地方交付税で返済)

の発行など,地 方交付税依存の体質 も転換を迫 られている。市町村合併 もその一つの選択

肢であって,U市 も6町 村の合併協議会での討議を経て,2村 が離脱 し,4町 村が合併 し

て新市ができたが,そ れ も合併特例債というあめ玉に魅力を感 じたの も事実である。それ

を当てにして旧町村が合併までにそれぞれの事業を拡大 したことが,合 併後の市の借金を

さらに大きくした原因になっている。身の丈に合わない過剰な債務のために実質公債費比

率 も25%近 くになって,財 務工夫(歳 入に計上される臨時財政対策債や退職手当債の発行

など)に よって何とか 「早期健全化団体」への転落を防いでいる状況である。経常収支比

率 も100%を こえて107%と か104%と もなると,全 く財政 的に身動 きの取れない状況 に

なっている。

このような状況の もとで市の行政改革を推進 し,行 政と住民の協働というガバナンス改

革 も行っているが,こ れは男女共同参画社会の実現に向けて行政職員の意識の改革ととも

に,行 政組織の規模,文 脈,環 境に応 じた条件適合的なガバナンスのあり方を問うていて,

効率や有効性を重視するNPM(新 公共経営)や 競争原理を公正,標 準を重視する考えの

上位にお くというわけではない。文脈,状 況を考慮 して行政経営を担うが,首 長や議員が

有能でなければ行政が多 くのことをお膳立てして誘導 しているのが現実であろう⑳。責任

を担う賢い生活者が増えれば,行 政は一段と情報を開示 して住民の監査に耐えうる行政経

営を担わな くては,住 民のチェックはさらに厳 しくなろう。それが行政と住民の協働の中

味であって,そ れぞれのや り方,手 法の相互補完性が注目されるし,そ の対立 も解決可能

であり,む しろシナジー効果を もた らす組み合わせが論 じられる。
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行政組織のガバナ ンス改革を もた らすような行政改革にはコンフリク トの発生が不可避

であるが,本 格的な行政改革とコンフリク ト解決を もた らすコンフリク ト・マネジメント

とは表裏一体の関係 にな り㈱,そ うでなくては改革は実行力を伴わない空理空論になって

しまう。行政経営は行政改革を推進 していく制度的な手法であって,民 間手法を取 り入れ

ているだけに制度的文脈に呪縛されない合理的な政策企画が行政改革を安定的に持続させ

る。ただガバナンス改革をな しうる経営資源を有 していない市町村に対 しては,そ れぞれ

の行政組織の環境,条 件に適合 した対策でな くては改革案が宙に浮いて しまって条件適合

性を失い,か えって混乱を もた らし,逆 機能の大きいものにして しまう。オープンな文脈

において,競 争的財政政策よりも住民の生活を保障 し公正の見地を重視するのは小さな市

町村に多 く,そ の条件適合性を否定するものではない。全体的状況に適合 した行政改革を

各自治体は推進することになる。
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